様式第１（第5条関係）
令和　　年　　月　　日


国立大学法人宇都宮大学長　殿
（委託者）
所　在　地
機関等名称
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　（押印不要）

学術指導申込書 兼 受諾書

別紙「宇都宮大学学術指導実施要領」を確認・承諾し、以下のとおり学術指導を申し込みます。

	1． 学術指導者
（所属・氏名）
	

	２．学術指導題目
	

	３．学術指導の目的
及び内容
	

	４．学術指導期間
	令和　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日
全　　回・１回当り　　時間

	６．学術指導実施場所
	

	７．学術指導料
（消費税含む。）
	直接経費
	学術指導者の人件費
	円

	
	
	上記以外の経費（消耗品等）
	円

	
	間接経費
	直接経費の30％相当額
	円

	
	総　　額
	
	円

	８．学術指導申込者の
連絡先
	（所属・職・氏名）：
（住　所）：〒
（電　話）：
（e-mail）：

	９．その他
	



※以下には記入しないでください。

　お申込みいただきました内容にて学術指導を受諾いたします。

宇大社第　　　　　　号
令和　　年　　月　　日

栃木県宇都宮市峰町350
国立大学法人宇都宮大学　
学　長　　池田　宰　（公印省略）
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別紙
○宇都宮大学学術指導実施要領

　学術指導に関しては以下を条件とする。

（定義）
第１条　条件において，次の各号に掲げる用語の定義は，当該各号の定めるところによる。
　一　「学術指導」とは，本学に属する者が，民間等外部の機関（以下「委託者」という。）における事業又は活動の支援を目的として，その教育，研究又は技術上の専門知識に基づき，委託者に対して行う指導及び助言をいう。
　二　「学術指導者」とは，本学に属し，学術指導に従事する者であって，学術指導申込書兼受諾書第１項に記載する者をいう。

（学術指導の実施） 
第２条　学術指導者は，学術指導申込書兼受諾書記載の学術指導を委託者の委託により実施するものとする。
２　前項の規定にかかわらず，本学が必要と認めるときは，委託者の事業場その他委託者の指定する場所において本学術指導を実施することができる。ただし，この場合における学術指導者の移動に伴う旅費その他の必要経費は，すべて委託者が負担するものとする。

（学術指導料） 
第３条　委託者は，学術指導申込書兼受諾書第６項記載の学術指導料を本学の発行する請求書により，当該請求書発行日の属する月の翌月末日までに納付しなければならない。
２　委託者は前項の期日までに納付しないときは，その翌日から納付の日までの日数に応じ，その未納額に年３％の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
３　原則として，既納の学術指導料は返還しない。ただし，本学が，自己の責めに帰すべき事由により，学術指導の全部又は一部を提供することができなかったときはこの限りでない。

（学術指導の中止又は内容の変更）
第４条　天災その他の不可抗力，又は遂行上やむを得ない事由があるときは，本学及び委託者間で協議の上，本学術指導の中止又は学術指導期間の延長その他の変更をすることができる。この場合において，本学又は委託者はその責を負わないものとする。

（知的財産権の取扱い） 
第５条　本学術指導の過程において，又は本学術指導の結果として発明等の知的財産が生じた場合には，本学及び委託者間で協議の上，条件の有効期間満了後６か月が経過するまでの間に，その取扱いについて決定するものとする。

（秘密の保持）
第６条　本学及び委託者は，本学術指導に関し，相手方から提供された相手方の技術上及び営業上の情報（秘密である旨を表示した書類等の有体物とする。以下「秘密情報」という。）については，条件の有効期間中及びその満了後原則３年間は，相手方の書面による事前の承諾なしに，これを第三者に開示し，又は漏洩してはならない。ただし，公知の情報及び自らが保有していた情報を除く。

（学術指導による情報の取扱い） 
第７条　本学及び委託者は，本学術指導の過程で，又は本学術指導の結果として得た情報又は成果を，自己の目的に使用することができる。ただし，第５条に従って取扱いが協議決定された知的財産についてはその決定に従うこと，及び秘密情報については前条の取決めに従うことを条件とする。
２　前項の規定は，本学及び委託者が本学術指導と関係なく独自に所有する特許等知的財産権についての使用許諾を意味しない。

（免責） 
第８条　本学は，本学術指導の特定目的への適合性，製品の製造・販売，サービスの提供等委託者の事業活動に対する有用性について保証せず，委託者の事業活動等について一切責任を負わない。

（有効期間） 
第９条　条件の有効期間は，学術指導申込書兼受諾書第４項記載の期間とする。ただし，本学及び委託者間で協議の上これを延長又は短縮することができる。

（終了後の効力）
第10条　条件の失効後も，第５条から第８条まで及び第12条の規定は， 当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。

（協議）
第11条　条件に定めのない事項について，これを定める必要があるときは，本学及び委託者間で協議の上定めるものとする。

（裁判管轄）
第12条　条件に関する訴えは，知的財産権に関するものは東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とし，その他のものは宇都宮地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

以上
